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広報あんじょう　2008.7.1�
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給与収入が５００万円の夫婦（一方が扶養家族）の場合
所得税率が１０％、個人住民税の所得割が２２万７５００円と仮定

地方公共団体への寄附金額が３万円なら…
控除の対象額＝２万５０００円（Ａ）

所得税の所得控除に
よる減額（Ａ×１０％※）
＝２５００円

住民税基本控除額（Ａ×１０％）＝２５００円
住民税特例控除｛Ａ×（９０－１０％※）｝＝２万円

減額の合計（２５００円＋２万円＋２５００円）＝２万５０００円

地方公共団体への寄附金額が５万円なら…
控除の対象額＝４万５０００円（Ａ）

所得税の所得控除に
よる減額（Ａ×１０％※）
＝４５００円

住民税基本控除額（Ａ×１０％）＝４５００円
住民税特例控除額｛Ａ×（９０－１０％※）｝
＝３万６０００円（ただし限度額は２万２７５０円）
減額の合計（４５００円＋２万２７５０円＋４５００円）＝３万１７５０円
※の部分が所得税率

　ふるさと納税の寄附金は、主に各自治体が用途を
定めて使用します。

　皆さんが納めた税金は、福祉・医療はもちろ
ん市民生活に必要な道路の整備、施設の建設な
ど幅広く使われています。

例えば…

小学校の建設

子育て支援

住民税についての問い合わせ ▼市民税課 寄附金についての問い合わせ ▼財政課


